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一 

 



 

し
か
も
重
大
な
の
は
、
土
地
所
有
者
を
は
じ
め
と
す
る
沖
繩
県
民
の
反
対
を
押
し
切
つ
て
昨
年
十
二
月
十
五 

 
 

日
、
防
衛
庁
と
防
衛
施
設
庁
は
同
射
爆
場
を
引
き
続
き
米
軍
の
演
習
場
と
し
て
確
保
す
る
た
め
に
、
現
行
の
「
沖 

 
 

繩
に
お
け
る
公
用
地
等
の
暫
定
使
用
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
公
用
地
等
暫
定
使
用
法
」
と
い
う
。
）
が
一
九
八
二
年

五
月
十
四
日
に
効
力
が
切
れ
る
の
に
備
え
て
、
未
契
約
土
地
所
有
者
の
土
地
に
対
し
て
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合 

 

衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆 

国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
以
下
「
米
軍
用
地
特 

 

措
法
」
と
い
う
。
）
、
い
わ
ゆ
る
「
米
軍
用
地
特
措
法
」
に
よ
る
強
制
使
用
の
た
め
の
手
続
を
開
始
し
た
。 

伊
江
島
射
爆
場
は
一
九
七
六
年
七
月
八
日
第
十
六
回
日
米
安
保
協
議
委
員
会
で
返
還
が
合
意
さ
れ
て
い
る
に
も 

か
か
わ
ら
ず
、
今
日
に
至
る
も
一
向
に
具
体
化
さ
れ
る
状
況
に
な
い
。 

沖
繩
県
に
お
け
る
伊
江
島
射
爆
場
の
返
還
問
題
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

こ
の
二
月
五
日
の
米
海
兵
隊
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
住
民
地
域
へ
の
〝
銃
撃
事
件
〟
は
、
改
め
て
危
険
な
実
態 

 

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
江
島
射
爆
場
は
他
の
沖
繩
の
米
軍
基
地
や
自
衛
隊
基
地
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ 

 

の
軍
事
的
全
面
占
領
の
中
で
県
民
の
意
思
を
無
視
し
て
米
軍
が
銃
剣
と
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
強
奪
し
た
も
の
で
あ 

 

る
。
そ
れ
を
一
九
七
二
年
の
沖
繩
施
政
権
返
還
に
伴
い
、
「
公
用
地
等
暫
定
使
用
法
」
に
よ
る
強
制
使
用
を
経
て
七 

 

七
年
五
月
十
四
日
、
同
法
の
五
年
目
の
期
限
切
れ
に
よ
つ
て
「
合
法
的
」
使
用
の
根
拠
を
失
い
な
が
ら
、
四
日
間
の 

 

空
白
の
の
ち
不
法
・
不
当
に
同
法
の
延
長
を
強
行
し
再
び
強
制
使
用
の
継
続
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
回
の 

 
 

「
米
軍
用
地
特
措
法
」
に
よ
る
強
制
使
用
を
許
す
な
ら
ば
実
に
四
回
目
の
土
地
強
奪
で
あ
り
、
平
和
と
人
権
を
守
る 

立
場
か
ら
絶
対
に
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

さ
ら
に
、
伊
江
島
射
爆
場
で
の
核
模
擬
爆
弾
の
投
下
訓
練
を
は
じ
め
と
す
る
米
軍
の
射
撃
演
習
事
故
や
騒
音
に 

 

よ
る
基
地
被
害
は
、
住
民
の
生
命
と
安
全
を
脅
か
し
、
い
ま
や
耐
え
難
い
も
の
と
な
つ
て
い
る
。 四 

 



 

一 

伊
江
島
射
爆
場
の
返
還
問
題
に
つ
い
て 

政
府
は
、
直
ち
に
米
軍
の
一
切
の
軍
事
演
習
を
中
止
さ
せ
る
と
共
に
「
米
軍
用
地
特
措
法
」
に
よ
る
強
制
使
用
の 

 
 

手
続
を
撤
回
し
、
伊
江
島
射
爆
場
を
全
面
的
に
返
還
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

2 

鈴
木
総
理
の
「
早
期
返
還
」
の
答
弁
と
は
裏
腹
に
そ
の
一
方
で
防
衛
庁
、
防
衛
施
設
庁
は
、
同
射
爆
場
を
引 

 
 

き
続
き
確
保
す
る
た
め
に
契
約
を
拒
否
す
る
土
地
所
有
者
に
対
し
て
「
米
軍
用
地
特
措
法
」
の
手
続
を
強
行
し 

1 

鈴
木
総
理
自
ら
伊
江
島
射
爆
場
の
返
還
に
つ
い
て
「
早
期
実
現
に
努
力
す
る
」
と
言
明
し
た
が
、
具
体
的
に 

 
 

は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
と
い
う
の
か
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

昭
和
五
十
六
年
二
月
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
日
本
共
産
党
の
野
間
友
一
議
員
の
質
問
に
対
し
て
鈴 

 
 

木
総
理
大
臣
は
、
「
早
期
に
こ
れ
が
実
現
、
解
決
を
見
る
よ
う
に
努
力
を
し
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

ま
た
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
に
返
還
さ
せ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。 

五 

 



 

二 

軍
用
地
問
題
に
つ
い
て 

3 

伊
江
島
補
助
飛
行
場
（
射
爆
場
も
含
む
）
の
黙
認
耕
作
地
部
分
に
つ
い
て
は
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
返
還 

 
 

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
お
り
か
。 

た
。
こ
の
こ
と
は
、
総
理
の
言
明
し
た
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
米
軍 

 
 

 
 

用
地
特
措
法
」
の
手
続
を
撤
回
し
関
係
す
る
土
地
所
有
者
に
軍
用
地
を
返
還
す
る
た
め
の
措
置
を
こ
そ
講
ず 

 
 

べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

も
し
、
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
黙
認
耕
作
地
部
分
に
つ
い
て
は
全
部
を
返
還
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
部
を 

 
 

 

返
還
す
る
と
い
う
こ
と
か
。 

併
せ
て
、
現
在
、
黙
認
耕
作
地
部
分
の
面
積
及
び
土
地
所
有
者
数
並
び
に
返
還
さ
れ
る
黙
認
耕
作
地
面
積 

 
 

 

及
び
土
地
所
有
者
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

本
当
に
伊
江
島
射
爆
場
を
早
期
に
返
還
さ
せ
る
意
思
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
改
め
て
見
解
を
聞
き
た
い
。 

六 

 



 

1 
伊
江
島
射
爆
場
に
お
い
て
、
沖
繩
復
帰
前
の
一
九
七
〇
年
六
月
三
十
日
に
土
地
所
有
者
に
返
還
さ
れ
た
は 

 
 

ず
の
土
地
が
そ
の
後
、
賃
借
料
は
も
ち
ろ
ん
補
償
費
も
支
払
わ
ず
米
軍
演
習
場
の
一
部
と
し
て
不
法
・
不
当 

 
 

に
使
用
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
一
月
十
六
日
「
米
軍
用
地
特
措
法
」
に
対
す
る
意
見
書
を
提
出
し
た
際
、
関
係
土
地 

 
 

 

所
有
者
の
指
摘
に
対
し
現
地
の
那
覇
防
衛
施
設
当
局
者
も
認
め
た
。 

こ
の
土
地
は
、
伊
江
村
西
江
上
一
、
六
三
一
、
平
安
山
良
有
さ
ん
（
四
十
九
歳
、
農
業
）
が
同
村
字
西
江
上
具 

 
 

 

視
堅
原
一
、
一
四
三
に
所
有
す
る
一
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
一
月
十
四
、
十
五
日
の
日
本
共
産
党
の 

 
 

 

調
査
で
も
同
地
が
射
爆
場
ゲ
ー
ト
内
に
存
在
し
、
通
称
パ
ト
ロ
ー
ル
道
路
の
一
部
に
な
つ
て
お
り
、
い
ま
な 

 
 

 

お
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
て
い
る
。 

ロ 

こ
の
事
実
は
、
防
衛
庁
、
防
衛
施
設
庁
が
当
該
土
地
に
つ
い
て
使
用
権
原
の
取
得
の
な
い
ま
ま
一
九
七 

イ 

か
か
る
事
態
が
発
生
し
た
原
因
と
事
実
経
過
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

2 

伊
江
島
飛
行
場
（
射
爆
場
を
含
む
）
で
、
契
約
土
地
所
有
者
の
軍
用
地
を
買
い
取
つ
た
土
地
所
有
者
が
引
き 

 
 

続
き
米
軍
演
習
場
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
契
約
を
拒
否
し
て
い
る
当
該
土
地
に
つ
い
て
、
防 

 
 

衛
庁
、
防
衛
施
設
庁
は
賃
借
料
は
も
ち
ろ
ん
補
償
費
も
支
払
わ
ず
、
い
ま
な
お
米
軍
演
習
場
と
し
て
不
当
に 

 
 

使
用
し
て
い
る
事
実
が
判
明
し
て
い
る
。 

ハ 
当
該
土
地
に
つ
い
て
、
直
ち
に
原
状
回
復
し
、
土
地
所
有
者
で
あ
る
平
安
山
さ
ん
に
返
還
す
べ
き
で
あ 

 
 

 

る
と
考
え
る
が
、
そ
の
意
思
が
あ
る
か
。 

こ
の
土
地
は
、
伊
江
村
西
江
上
一
、
九
五
二
、
友
寄
隆
常
さ
ん
（
五
十
歳
、
農
業
）
が
同
村
西
江
上
カ
ネ
ク 

 
 

 
 

ラ
原
に
所
有
す
る
一
、
三
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
登
記
は
昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
八
日
）
、
さ
ら
に
伊
江
村 

〇
年
六
月
以
降
、
米
軍
の
射
爆
場
と
し
て
使
用
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

ま
た
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
一
九
七
〇
年
以
降
、
賃
借
料
、
補
償
費
を
支
払
わ
ず
不
法
・
不
当
に
使
用 

 
 

 
 

し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
補
償
措
置
を
講
ず
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

八 

 



 

ロ 

那
覇
防
衛
施
設
当
局
者
は
、
「
元
の
土
地
所
有
者
と
交
わ
し
た
契
約
書
に
は
他
人
に
譲
つ
た
場
合
の
承 

 
 

 

継
義
務
が
う
た
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
お
り
か
。 

イ 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
那
覇
防
衛
施
設
当
局
者
は
す
で
に
認
め
て
い
る
が
、
事
実
経
過
を
明
ら
か
に
さ 

 
 

 

れ
た
い
。 

西
江
上
一
、
六
三
一
、
平
安
山
良
有
さ
ん
（
四
十
九
歳
、
農
業
）
が
同
射
爆
場
内
の
同
村
西
江
上
ヤ
ー
原
一
、
九 

 
 

 
二
四
の
二
に
所
有
す
る
一
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル
（
登
記
は
昭
和
五
十
三
年
七
月
十
一
日
）
及
び
同
村
西
江
上
中 

 
 

ス
メ
カ
原
二
、
四
五
一
に
所
有
す
る
六
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル
（
登
記
は
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
二
日
）
合
計 

 
 

二
、
〇
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

ハ 

友
寄
さ
ん
及
び
平
安
山
さ
ん
が
、
農
用
地
の
確
保
と
い
う
こ
と
か
ら
も
米
軍
演
習
場
と
し
て
使
用
さ
れ 

元
の
土
地
所
有
者
と
の
承
継
義
務
、
借
用
期
間
な
ど
契
約
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
明
ら
か
に
さ
れ 

 
 

た
い
。 

九 

 



 

ニ 

も
し
、
元
の
土
地
所
有
者
と
の
契
約
書
に
借
地
権
の
承
継
義
務
規
定
が
あ
る
と
し
て
も
、
新
土
地
所
有 

 
 

 

者
は
こ
れ
を
知
ら
ず
所
有
権
を
譲
り
受
け
た
場
合
、
ど
う
し
て
借
地
権
設
定
を
承
継
す
る
こ
と
に
な
る 

 
 

 

の
か
。
仮
に
新
土
地
所
有
者
が
借
地
権
設
定
を
承
継
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
政
府
は
民
法
第
四
百
九
十
四 

 
 

 

条
（
供
託
に
よ
る
免
責
）
に
基
づ
き
法
務
局
に
地
料
相
当
額
の
供
託
を
す
る
方
途
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
弁
済 

る
こ
と
に
反
対
し
、
契
約
を
拒
否
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
那
覇
防
衛
施
設
当
局 

 
 

 
者
は
、
「
契
約
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
賃
借
料
は
払
え
な
い
」
、
「
契
約
す
れ
ば
支
払
う
」
な
ど
と
契
約
を
強 

 
 

 

硬
に
迫
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

し
か
も
、
そ
れ
を
手
段
と
し
て
契
約
を
迫
る
の
は
、
脅
迫
で
あ
り
国
家
権
力
に
よ
る
財
産
の
強
奪
に
通 

 
 

 

ず
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

契
約
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
賃
借
料
は
も
と
よ
り
補
償
費
さ
え
も
支
払
わ
な
い
と
い
う
こ 

 
 

と
は
許
さ
れ
る
の
か
。 

一
〇 

 



 

3 

憲
法
第
二
十
九
条
は
第
一
項
で
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
、
さ
ら
に
第
三
項
で
「
私 

 
 

 

有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い 

ホ 
仮
に
、
元
の
土
地
所
有
者
と
那
覇
防
衛
施
設
局
と
の
契
約
書
に
借
地
権
の
承
継
義
務
が
あ
つ
た
と
し
て 

 
 

も
弁
済
供
託
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
借
地
権
原
は
消
滅
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

ヘ 

こ
の
関
係
土
地
に
つ
い
て
、
地
主
の
要
求
に
基
づ
き
不
法
・
不
当
使
用
し
て
き
た
期
間
の
補
償
措
置
を 

 
 

 

講
ず
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

従
つ
て
、
使
用
す
べ
き
法
的
根
拠
は
失
わ
れ
て
お
り
、
不
法
占
有
し
て
い
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い 

 
 

 

が
、
ど
う
か
。 

供
託
を
し
た
か
、
ど
う
か
。 

も
し
、
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
法
的
根
拠
と
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
原
状
回
復
し
速
や
か
に
返
還
す
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

一
一 

 



 

 

一
二 

る
。 さ

き
に
指
摘
し
た
二
つ
の
軍
用
地
問
題
に
関
す
る
事
案
は
、
い
ず
れ
も
防
衛
庁
、
防
衛
施
設
庁
が
法
的
な 

 
 

 

根
拠
も
な
く
、
し
か
も
正
当
な
補
償
措
置
を
講
じ
な
い
で
米
軍
演
習
場
と
し
て
使
用
し
て
き
た
も
の
で
あ 

 
 

 

る
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
財
産
権
の
侵
害
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
政 

 
 

 

府
の
明
確
な
見
解
を
求
め
る
。 

右
質
問
す
る
。 


